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前書き 
 
ブタペストでの科学に関する１９９９年世界会議の行動枠組みは、ユネスコと国際科学会

議（ICSU）の後援のもと、科学の倫理と責任はすべての科学者の教育とトレーニングの不

可欠な部分であり、彼らは科学の基本的倫理原則と責任を尊重し、それらにしっかりと即

して行動するように奨励されるべきだと述べている。２００３年の第３２回のユネスコ全

体会議中に、メンバーの国々は、生命倫理教育だけでなくすべての科学的および専門職教

育において、倫理の教育プログラムを開始し支援する必要性を表明した。こうした声明や、

科学的知識と技術をめぐる倫理に関するユネスコ世界委員会によって作成された報告書倫

理教育(The Teaching of Ehics)(2003 年)に呼応して、生命倫理領域におけるメンバー各国

の能力の強化と向上のために、ユネスコは 2004 年から倫理教育プログラム（EEP）を開始

した。」 
 
EEP のひとつの活動側面(dimension)は倫理教育諮問専門委員会の設立であり、そのメンバ

ーは COMEST のメンバーと、国際生命倫理会議（IBC）、そしてユネスコ生命倫理議長

（chair）、発展途上国のための科学アカデミー（TWAS）、世界医師会（WMA）の諸代表か

ら構成されている。この特別（アドホック）委員会の最初の仕事は、ユネスコ生命倫理コ

アカリキュラムを作成することで、それは２００８年に立ち上げられ、２００５年の生命

倫理と人権に関する世界宣言（以降は宣言）を大学生に紹介するために始動した。 
 
この宣言は、世界のすべての領域の独立した専門家または政府の専門家が参加した、熱心

な推敲とコンサルテーション手続きを経て、ユネスコのメンバーの国々のよって合意され

た一連の生命倫理原則をまとめたものである。 
 
この一組の生命倫理原則が、ひとつの世界的な共通基盤を提供することになる。そしてこ

の共通基盤は、生命倫理がメンバー各国内に浸透し、強化されることを可能にするであろ

うし、ユネスコには、これらの原則を実践的な目的のために、促進し、普及し、さらに磨

き上げていく権限が与えられているのである。 
 
多くの国の多くの大学で生命倫理教育が導入されていないため、ユネスコ生命倫理コアカ

リキュラムはそのような教育（teaching）の導入を開始する刺激を与えることができる。さ

らに、その内容は生命倫理のひとつのモデルや特定の見解を押し付けず、異なる文化的、

歴史的、そして宗教的背景を持つ多様な国々からの科学の専門家、政策策定者、そして医

療専門職にとって共有されている倫理原則をはっきりと表現している。 
 
あなたの目の前にあるケースブックは、ユネスコ・生命倫理コアカリキュラム・ケースブ



ックシリーズの一部であり、２０１１年にユネスコによって立ち上げられ、コアカリキュ

ラムと共に、またはその宣言の中の生命倫理原則のひとつを学ぶための独立した教材とし

て、使われるようにデザインされている。ケースブックシリーズは、特に発展途上国での

倫理教育（teaching）の導入を強化することを意図している。このシリーズの広範な普及と

使用を促進するために、このケースブックは無料で、冊子体で、またはユネスコのウエッ

ブサイトを通してダウンロードで入手可能である。 
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